
『事業継承と自社株対策』
事業継承で大切なのは税金対策だけではない！

共催：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・保険情報サービス株式会社

無料
経営者
セミナー

【講師】鹿野会計事務所 所長 税理士 鹿野俊夫 先生
長年にわたり培ってきた事業承継のノウハウで経験に基づくコンサルティング
を行う数少ない税理士。親子間、兄弟間の気持ちの整理は？承継後の体制
はどうすべきなのか？数字からでは見えない本当の事業承継の実行とトラブ
ル回避について経験豊富な税理士である。
葛飾・足立・江戸川・市川・松戸を中心に 所員20名を率いる鹿野会計事務所
所長。 SKCグループ代表。
・ 著書：「次代をひらく本格的事業承継相続対策」 ・金融機関セミナー多数

1
どうして？
事業継承で失敗するその理由

2 実例！うまくいかなかった！
事業継承で問題となったオーナー会社

3 実例！うまくいった！
会社を分割する事業継承

4 うまくいく！
事業継承・自社株対策のすすめ方

真の事業継承で大切なのは税金対策だけではない

事業継承の重点は人材の育成

自社株の継承のタイミングは、いつ行なえばよいのか

自社の継承対策の問題点を明確にする

後継者以外の相続人から自社株の買取要求が

自社株の整理と株式の異動

自社株の相続人間の平等主義は問題がある

親族の経営権の争いと社員士気の低下

販売店を新会社として分割、経営を実体験する

土地等含み益がある場合の対策とは

他人社員に事業継承する場合の資産と経営の分離

事業資金の調達と保証人対策とは

社員持ち株会の設立と株式の分散対策

株式対策を放置すると会社資金が流出する

相続税支払いに伴う会社資金の減少

自社の株価評価と計画的株価引下げ対策

■「事例でみる！ 事業継承と自社株対策！」
事業継承・自社株対策の課題、失敗、成功、ポイント・・・

今回は特筆すべき事例から、どのように実務に役立てるべきかを「次代をひらく本格的事業

承継相続対策」の鹿野先生が詳しく解説します。

■「相続税基礎控除が17年振り大改正！
平成23年度税制改正大綱で“事業継承„相続‟”の常識が大変化？」

資産家、中小企業経営者には“増税必至?!” 注目すべきは「相続税」「個人所得控除」
「生命保険非課税枠」・・・いち早く、その影響とポイントを税理士西田先生が解説します。

【第二部】鹿野会計事務所 税理士 西田秀男 先生

税制が変わる!!! オーナー経営者のための最新情報を解説!!

【セミナー内容】

↓セミナー概要・お申込みは裏面↓

≪ 緊急：資産家・オーナーに増税?! “税制改正大綱” ≫
第二部にて平成23年度税制改正大綱が資産家・オーナーに及ぼす影響を税理士が解説します

最新！



平成２３年度税制改正大綱のポイント

【 第 二 部 】 資産家・オーナーにどんな影響を及ぼすのか？

【相続税】 １ 相続税の基礎控除が引き下げされます。

２ 最高税率が50％→55％引き上げになります。

３ 死亡保険金の非課税枠に縮小になります。

【贈与税】 １ 暦年課税について、贈与税の税率構造を緩和します。

２ 相続時精算課税制度に、孫が追加されます。

３ 贈与者の年齢が引き下がります。

１ 給与所得控除に上限を設定されます。（給与収入1,500万円超対象）

２ 成年扶養控除について控除を縮減する。

３ 法人役員等の退職金について、一定の条件のもと２分の１課税を廃止する。

相続は？ 贈与は？ 役員報酬は？ 法人の活用は？ 生命保険の非課税枠は？

〔相続税がかからなかった人にも税がかかる・・・〕

個人所得税関係 〔法人税引き下げの一方で・・・〕
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あいおいニッセイ同和損保 東京東支店葛飾支社 担当：酒井 TEL 03－3691－9231お問合わせ先

お申込みいただいた方には、後日受講票と会場近隣のご案内図をお届けいたします

資産税関係

■日 時： 平成23年 2月17日（木） 14：00～16：30 受付：13：30

■会 場： 亀有地区センター 第一会議室 亀有リリオ館 7階
（ＪＲ亀有駅南口徒歩1分） 葛飾区亀有3-26-1 TEL：03-3601-6791

■費 用： 無 料

■対 象： 企業経営者、事業後継予定者の方々に限ります。

■定 員： 20名様（先着順とさせていただきます）

■申 込： 下記にご記入の上、FAXでお申し込み下さい。

※お客さまにご提供いただいた情報は、共催社の各種保険商品やサービスのご案内等に使わせていただくことがありま
す。お客さまに関する情報の取り扱いについては、共催社Webサイトの個人情報保護方針をご覧ください。

事業承継„相続‟対策も “全部” 見直し?!

セ
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ー
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【第二部】 平成23年の税制改正大綱は「中小企業経営者」にどう影響を与えるのでしょうか？


